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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下面に複数のバンプが配置された半導体チップと、複数の配線により形成された配線パ
ターンを有するシリコン基板と、前記半導体チップを封止する封止樹脂層と、前記封止樹
脂層の上面の全てを覆い、前記シリコン基板と上面視で同じ形状、かつ同じ熱膨張率を有
する金属板と、を備え、前記金属板および前記シリコン基板の熱膨張率が前記封止樹脂層
の熱膨張率の半分以下である半導体装置の製造方法であって、
　前記シリコン基板の配線に前記半導体チップのバンプを接合する工程と、
　前記半導体チップを接合したシリコン基板を下部金型の基板搭載穴に嵌合させて搭載す
る工程と、
　前記金属板を上部金型の金属板嵌合穴に嵌合させ、かつ金属板嵌合穴の底面に保持させ
て搭載する工程と、
　前記下部金型と前記上部金型とを組合せる工程と、
　組合せた前記下部金型と前記上部金型の内部に封止剤を注入し、前記半導体チップを柱
状に封止して前記封止樹脂層を形成する工程とを、
　備えることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記シリコン基板と前記金属板の厚さを、ほぼ同じにすることを特徴とする半導体装置
の製造方法。
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【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記半導体チップは、複数積層されていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか一項において、
　前記半導体チップは、前記配線にフリップチップ方式で電気的に接続されていることを
特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか一項において、
　前記封止剤としてエポキシ樹脂を用い、前記金属板として４２アロイまたはコバールを
用いることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコン基板に半導体チップを電気的に接続し、この半導体チップを封止し
た半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体装置１は、ガラス繊維を含有したガラスエポキシ樹脂で形成された下部基
板としての配線基板に複数の回路配線を設け、この回路配線に半導体チップを電気的に接
続して搭載し、配線基板に搭載した半導体チップを配線基板と熱膨張率がほぼ等しい第１
の封止樹脂層で封止し、これを加熱することにより仮硬化させ、第１の封止樹脂層の仮硬
化後に熱膨張率を配線基板に合わせた高Ｔｇ樹脂からなる第２の封止樹脂層を配線基板と
同等の厚さとなるように塗布し、第１および第２の封止樹脂層を熱硬化させて製造され、
半導体装置の実装基板への実装時のリフロー工程における加熱処理おいてガラス転移温度
Ｔｇを超えてしまう第１の封止樹脂層の過大な熱膨張をガラス転移温度Ｔｇを超えない第
２の封止樹脂層で抑制して半導体装置の反りを防止している。
【０００３】
　また、第１の封止樹脂層の仮硬化後に、第１の封止樹脂層上に封止樹脂層を塗布する範
囲より小さい金属等からなる高剛性部材を配置し、その後に第２の封止樹脂層を塗布して
熱硬化させ、半導体装置の剛性を高めることによりリフロー工程における半導体装置の反
りを防止しているものもある。（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平１０－１１２５１５号公報（第４頁段落００１９－第５頁段落００
３１および第５頁段落００３１－段落００３３、第１図および第３図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１の技術を、熱膨張率が封止樹脂層の半分以下である
シリコン基板等を下部基板に用いると、その製造工程において半導体チップを搭載したシ
リコン基板を封止樹脂層で封止し、加熱硬化させて冷却したときに、シリコン基板と封止
樹脂層の熱膨張率の差に起因する反り、つまり加熱硬化させた封止樹脂層が冷却時により
多く収縮して皿型の反りが半導体装置に生じるという問題がある。
【０００５】
　なお、上記特許文献１では、ガラスエポキシ樹脂で形成された配線基板に搭載した半導
体チップを配線基板と熱膨張率がほぼ等しい第１の封止樹脂層で封止しているので、上記
のような問題は発生しない。
　また、上記特許文献１では、第１の封止樹脂層の仮硬化後に、第１の封止樹脂層上に封
止樹脂層を塗布する範囲より小さい（特許文献１の図３によれば半分程度の長さ）金属等
からなる高剛性部材を配置しているので、その後に第２の封止樹脂層を塗布して熱硬化さ
せたとしても熱膨張率が半分以下の高剛性部材の長さを配線基板の半分程度にしているた
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めに配線基板と高剛性部材の収縮量が同程度となり、上記のような問題は発生しない。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、シリコン基板等の熱膨張率
が封止樹脂層と相違する下部基板を用いたときの半導体装置の反りを低減させる手段を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するために、下面に複数のバンプが配置された半導体チップ
と、複数の配線により形成された配線パターンを有するシリコン基板と、前記半導体チッ
プを封止する封止樹脂層と、前記封止樹脂層の上面の全てを覆い、前記シリコン基板と上
面視で同じ形状、かつ同じ熱膨張率を有する金属板と、を備え、前記金属板および前記シ
リコン基板の熱膨張率が前記封止樹脂層の熱膨張率の半分以下である半導体装置の製造方
法であって、前記シリコン基板の配線に前記半導体チップのバンプを接合する工程と、前
記半導体チップを接合したシリコン基板を下部金型の基板搭載穴に嵌合させて搭載する工
程と、前記金属板を上部金型の金属板嵌合穴に嵌合させ、かつ金属板嵌合穴の底面に保持
させて搭載する工程と、前記下部金型と前記上部金型とを組合せる工程と、組合せた前記
下部金型と前記上部金型の内部に封止剤を注入し、前記半導体チップを柱状に封止して前
記封止樹脂層を形成する工程とを、備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　これにより、本発明は、中間部材が熱硬化後の冷却時に下部基板より多く収縮したとし
ても、中間部材の上下に配置された下部基板と上部板がほぼ同じ程度に収縮するので、半
導体装置の反りを抑制することができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に、図面を参照して本発明による半導体装置およびその製造方法の実施例について
説明する。
【実施例１】
【００１０】
　図１は実施例１の半導体装置の断面を示す説明図、図２は実施例１のシリコン基板の上
面を示す説明図である。
　図１において、１は半導体装置である。
　２は下部基板としてのシリコン基板であり、その上面には図２に示す複数の配線３から
なる配線パターン４が形成され、配線３の所定の部位には基板ボールパッド５が複数形成
されている。
【００１１】
　６は半導体チップであり、その下面には複数のバンプ７が配置され、その上面には複数
のチップボールパッド８が配置されており、配線３に形成された基板ボールパッド５に最
下層の半導体チップ６のバンプ７がフリップチップ方式で電気的に接続され、その上方に
複数の半導体チップ６が互いのチップボールパッド８とバンプ７とをフリップチップ方式
で電気的に接続して積層されている。本実施例では半導体チップ６が８層に積層されてい
る。
【００１２】
　９は中間部材としての封止樹脂層であり、エポキシ樹脂等の封止剤９ａを積層された半
導体チップ６の間、最下層の半導体チップ６とシリコン基板２との間および最上層の半導
体チップ６と金属板１０との間、並びに積層された半導体チップ６の周囲に充填し、これ
を熱硬化させて形成されたシリコン基板２の面積と略同等の断面積を有する柱状部材であ
って、半導体チップ６の間等の保護および電気的な絶縁性の確保をする機能を有すると共
に、半導体チップ６や配線パターン４等を外部から保護する機能を有している。
【００１３】
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　この場合に、封止樹脂層９による封止は、多少のボイドが形成された状態であってもよ
い。要は前記の機能を果たすように実質的に封止していれば足りる。
　上部板としての金属板１０は、シリコン基板２とほぼ同等の厚さを有する４２アロイ（
４２ａｌｌｏｙ）やコバール等のシリコン基板２と熱膨張率がほぼ同じ金属材料（本実施
例では４２アロイ）で形成された板状部材であって、積層された半導体チップ６を封止し
た柱状の封止樹脂層９の上面の全てを覆って配置される。
【００１４】
　また、金属板１０の下面、つまり封止樹脂層９側の面には封止樹脂層９との密着性を向
上させるための表面処理、例えば梨子地状のメッキが施されている。
　１１は外部端子であり、シリコン基板２の下面に配置され、シリコン基板２の上面の所
定の配線３と電気的に接続された半田合金等の材料で形成された端子であって、半導体装
置１と図示しない実装基板とを電気的に接続する機能を有している。
【００１５】
　本実施例の半導体装置１は、厚さ０．１５ｍｍで１辺が１２ｍｍの正方形のシリコン基
板２および金属板１０と、これらの間に８個積層された１辺が１０ｍｍの正方形の半導体
チップ６と、これを封止する厚さ０．５６ｍｍの柱状の封止樹脂層９で構成される。
　また、前記のようにシリコン基板２と金属板１０の厚さと大きさを同じにすると共に、
熱膨張率αａが３×１０－６／℃程度のシリコン基板２と、熱膨張率αｃが５×１０－６

／℃程度の金属板１０として４２アロイとを用いてシリコン基板２と金属板１０の熱膨張
率もほぼ同じにしてある。従ってシリコン基板２と金属板１０の熱膨張率は、熱膨張率α

ｂが１１×１０－６／℃程度である封止樹脂層９に対して半分以下となっている。
【００１６】
　図３、図４は実施例１の半導体装置の製造方法を示す説明図である。
　図３、図４において、１５は下部金型であり、シリコン基板２を嵌合して搭載するため
のシリコン基板２の大きさと略同等の大きさの開口を有し、シリコン基板２の厚さと略同
じ深さの基板搭載穴１５ａが設けられた矩形の金型である。
　１６は上部金型であり、金属板１０を嵌合して搭載するための金属板１０の大きさと略
同等の大きさの開口を有し、金属板１０の厚さと形成する封止樹脂層９の厚さとを合わせ
た厚さと略同じ深さの金属板搭載穴１６ａが設けられた矩形の金型であって、その一の側
壁に封止剤９ａを注入するための注入口１７が設けられており、下部金型１５の上方に組
合わされる。
【００１７】
　また、上部金型１６には金属板１０を金属板搭載穴１６ａの底面に保持するための図示
しないプッシュピンが設けられている。
　以下に、図３、図４を用い、Ｐで示す工程に従って本実施例の半導体装置の製造方法に
ついて説明する。
　Ｐ１（図３）、上面に複数の配線３により形成された配線パターン４の所定の部位に基
板ボールパッド５を形成したシリコン基板２を準備し、配線３上の基板ボールパッド５に
最下層の半導体チップ６の下面のバンプ７を合わせて載置する。
【００１８】
　Ｐ２（図３）、基板ボールパッド５に載置した半導体チップ６の上面のチップボールパ
ッド８に直上の半導体チップ６のバンプ７を合わせて載置し、同様にして順に半導体チッ
プ６を載置した後に、バンプ７を加熱溶融してそれぞれの半導体チップ６を接合すると共
に、最下層の半導体チップ６とシリコン基板２の配線３とを接合し、シリコン基板２の上
にフリップチップ方式で積層された半導体チップ６とシリコン基板２の配線パターン４の
配線３とを電気的に接続する。
【００１９】
　Ｐ３（図３）、積層された半導体チップ６を搭載したシリコン基板２を下部金型１５の
基板搭載穴１５ａに嵌合して搭載する。
　Ｐ４（図４）、上部金型１６に、別に準備した金属板１０の下面を封止樹脂層９の側に
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向けて嵌合し、金属板搭載穴１６ａの底面に保持させて搭載する。
　Ｐ５（図４）、シリコン基板２を搭載した下部金型１５と、金属板１０を搭載した上部
金型１６とを組合せた後に、液状の封止剤９ａを注入口１７から注入して積層された半導
体チップ６の間、最下層の半導体チップ６とシリコン基板２との間および最上層の半導体
チップ６と金属板１０との間、並びに積層された半導体チップ６の周囲に封止剤９ａを充
填し、その後封止剤９ａを１６０～２００℃程度の温度で熱硬化させて柱状の封止樹脂層
９を形成する。
【００２０】
　これにより、シリコン基板２および金属板１０と封止樹脂層９との間が封止樹脂層９の
接着作用により接合される。
　Ｐ６（図４）、封止樹脂層９の硬化後に、上部金型１６を開いて下部金型１５から半導
体装置１を取出し、半導体装置１の冷却後にシリコン基板２の下面に半田ボール等により
外部端子１１を形成する。
【００２１】
　このようにして、シリコン基板２と金属板１０との間に柱状の封止樹脂層９で封止され
た複数の半導体チップ６を積層した本実施例の半導体装置１が製造される。
　上記のようにして製造された半導体装置１は、封止樹脂層９の熱硬化時に封止樹脂層９
の上面を全て金属板１０で覆った状態で硬化させ、その後にほぼ同じ熱膨張率を有し、同
じ大きさの金属板１０とシリコン基板２とに封止樹脂層９を挟んだ状態で冷却するので、
封止樹脂層９が硬化収縮に加えて比較的大きな熱膨張率により収縮したとしても、封止樹
脂層９の上下に配置されたシリコン基板２と金属板１０がほぼ同じ程度に収縮して半導体
装置１の反りが抑制される他、実装基板への半導体装置１の実装工程における熱処理にお
いても半導体装置１に反りが生ずることはない。
【００２２】
　このことは、封止樹脂層９の厚さがシリコン基板２の厚さより厚く、封止樹脂層９の収
縮が反りに対して支配的である場合に特に有効である。
　また、金属板１０の下面に梨子地状のメッキを施して封止樹脂層９と金属板１０との密
着性を向上させているので、比較的大きな熱膨張率の差により封止樹脂層９と金属板１０
との界面に生ずる剪断応力で金属板１０が封止樹脂層９から剥れることはない。
【００２３】
　更に、縦弾性係数Ｅがほぼ同じシリコン基板２（Ｅ＝１７０００ｋｇ／ｍｍ２程度）と
金属板１０（４２アロイでＥ＝１５０００ｋｇ／ｍｍ２程度）との厚さを同じにしてその
曲げコワサをほぼ同じにしたので、金属板１０の曲げコワサがシリコン基板２に対して過
大となることがなく、シリコン基板２側の封止樹脂層９の局所的な収縮によりシリコン基
板２に反りが生じることがない。
【００２４】
　従って、金属板１０の材料を他のもの、例えば縦弾性係数Ｅが高いものにした場合に金
属板１０の厚さを少し薄くして曲げコワサをほぼ同じにすればよい。
　なお、本実施例では、金属板１０の下面に施す表面処理を梨子地状のメッキとして説明
したが、下面に施す表面処理は前記に限らず、エッチング等の化学的な方法やショットピ
ーニング等の機械的な方法等による表面処理であってもよい。要は金属板１０の下面に微
細な凹凸を形成して封止樹脂層９との密着性を向上させるものであればどのようなもので
あってもよい。
【００２５】
　また、金属板１０はシリコン基板２と同じ大きさとして説明したが、金属板１０および
シリコン基板２と封止樹脂層９とのそれぞれの接合面積がほぼ同じであればよく、金属板
１０とシリコン基板２との大きさが厳密に一致している必要はない。
　以上説明したように、本実施例では、シリコン基板に搭載された半導体チップを熱膨張
率が大きい柱状の封止樹脂層で封止し、封止樹脂層の上面を全て覆う金属板の熱膨張率を
シリコン基板とほぼ同じにしたことによって、封止樹脂層が熱硬化後の冷却時にシリコン
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基板より多く収縮したとしても、封止樹脂層の上下に配置されたシリコン基板と金属板が
ほぼ同じ程度に収縮するので、半導体装置の反りを抑制することができる。
【００２６】
　また、シリコン基板と金属板の厚さをほぼ同じにしたことによって、シリコン基板と金
属板との曲げコワサをほぼ同じにすることができ、曲げコワサの相違に起因する半導体装
置の反りを抑制することができる。
　更に、上部金型と下部金型を組合せてシリコン基板上に積層された半導体チップと金属
板とを同時に封止するようにしたことによって、半導体装置の製造時間を短縮することが
できる。
【００２７】
　更に、半導体チップをフリップチップ方式で電気的に接続するようにしたことによって
、ワイヤボンディング工程を省略して製造工程の簡素化を図ることができると共に、ワイ
ヤの接続スペースが不要になり、半導体装置の小型化を図ることができる。
【実施例２】
【００２８】
　図５は実施例２の半導体装置の断面を示す説明図、図６は実施例２の金属板体の上面を
示す説明図である。
　なお、上記実施例１と同様の部分は、同一の符号を付してその説明を省略する。
　図５、図６において、２１は上部板としての金属板体であり、複数の上記実施例１と同
様の金属板１０を、金属板１０と同じ材料で形成された細い接続部２２で接続して構成さ
れ、金属板１０の材料で形成された本実施例のシリコン基板２とほぼ同じ大きさの板材を
プレス機械で打抜く等して形成される。
【００２９】
　本実施例の金属板体２１は、４つの金属板１０をマトリックス状に配置し、互いの向か
い合う辺を２箇所の接続部２２で接続して構成され、その下面には実施例１と同様の表面
処理が施されている。
　図７、図８は実施例２の半導体装置の製造方法を示す説明図である。
　図７、図８において、２５は下部金型であり、実施例１の下部金型１５と同様の金型で
あって、基板搭体載穴２５ａの開口が本実施例のシリコン基板２の大きさと略同等の大き
さになっていることが異なる。
【００３０】
　２６は上部金型であり、実施例１の上部金型１６と同様の金型であって、金属板体２１
を嵌合して搭載するための金属板体２１の大きさと略同等の大きさの開口を有する金属板
体搭載穴２６ａが設けられていることが異なる。
　２８はダイシングブレードであり、ダイヤモンドの砥粒で形成された薄い砥石である。
　本実施例のシリコン基板２は、４つの配線パターン４を金属板体２１の金属板１０に対
応してマトリックス状に配置したシリコン基板である。
【００３１】
　以下に、図７、図８を用い、ＰＡで示す工程に従って本実施例の半導体装置の製造方法
について説明する。
　ＰＡ１（図７）、上面に複数の配線パターン４およびそれぞれの配線パターン４の所定
の部位に基板ボールパッド５を形成したシリコン基板２を準備し、上記実施例１の工程Ｐ
１と同様にして、シリコン基板２の一つの配線パターン４の所定の部位に最下層の半導体
チップ６を載置し、同様にして他の配線パターン４の所定の部位にそれぞれの最下層の半
導体チップ６を載置する。
【００３２】
　ＰＡ２（図７）、実施例１の工程Ｐ２と同様にして、最下層の各半導体チップ６に順に
半導体チップ６を載置した後に、バンプ７を加熱溶融して各配線パターン４上に半導体チ
ップ６を積層し、それぞれのフリップチップ方式で積層された半導体チップ６をそれぞれ
の配線パターン４の配線３と電気的に接続する。



(7) JP 4553765 B2 2010.9.29

10

20

30

40

50

　ＰＡ３（図７）、実施例１の工程Ｐ３と同様にして、シリコン基板２を下部金型２５の
基板搭載穴２５ａに嵌合して搭載する。
【００３３】
　ＰＡ４（図７）、実施例１の工程Ｐ４と同様にして、上部金型１６に別に準備した金属
板体２１を嵌合し、金属板体搭載穴２６ａの底面に保持させて搭載する。
　ＰＡ５（図８）、実施例１の工程Ｐ５と同様にして、下部金型２５と上部金型２６とを
組合せた後に、封止剤９ａを注入して積層された半導体チップ６の間、最下層の半導体チ
ップ６とシリコン基板２との間および最上層の半導体チップ６と金属板体２１との間、並
びに積層された半導体チップ６の周囲および金属板体２１の隣合う金属板１０の間の接続
部２２を除く部位に封止剤９ａを充填した後に、封止剤９ａを熱硬化させて封止樹脂層９
を形成する。
【００３４】
　これにより、シリコン基板２および金属板体２１と封止樹脂層９との間が封止樹脂層９
の接着作用により接合される。
　ＰＡ６（図８）、封止樹脂層９の硬化後に、上部金型１６を開いて下部金型１５からシ
リコン基板２と金属板体２１との間に積層された半導体チップ６を封止樹脂層９により封
止した複数の半導体装置１を取出し、その冷却後に金属板体２１上からダイシングブレー
ドにより金属板体２１の接続部２２の略中央部を切断するように、つまりシリコン基板２
の配線パターン４を一つ含むようにして金属板体２１と封止樹脂層９とシリコン基板２を
切断して個片化する。
【００３５】
　ＰＡ７（図８）、その後に個片化されたシリコン基板２の下面に半田ボール等により外
部端子１１を形成する。
　この場合に、上記工程ＰＡ６において金型から取出されたシリコン基板２の下面に外部
端子１１を形成した後に個片化するようにしてもよい。
　このようにして、シリコン基板２と金属板１０との間に柱状の封止樹脂層９で封止され
た複数の半導体チップ６を積層した本実施例の半導体装置１が製造される。
【００３６】
　上記のようにして製造された半導体装置１は、封止樹脂層９の熱硬化時に封止樹脂層９
の上面を全て金属板体２１で覆った状態で硬化させ、その後にほぼ同じ熱膨張率を有し、
ほぼ同じ大きさの金属板体２１とシリコン基板２とに封止樹脂層９を挟んだ状態で冷却す
るので、封止樹脂層９が硬化収縮に加えて比較的大きな熱膨張率により収縮したとしても
、封止樹脂層９の上下に配置されたシリコン基板２と金属板体２１がほぼ同じ程度に収縮
して半導体装置１の反りが抑制される。
【００３７】
　また、複数の金属板１０を接続部２２で接続して複数の半導体装置１を一度に形成し、
その後に個片に分割して半導体装置１を製造するので、半導体装置１の製造時間を短縮す
ることができると共に、ダイシングブレードで切断する金属部分を接続部２２に限ること
ができ、金属部分の切断によるバリやダレによる変形を防止することができる。
　更に、本実施例の半導体装置１は、切断した接続部２２が１部残った状態の金属板１０
で封止樹脂層９の上面を覆っているが、金属板１０と切断により残った接続部２２の長さ
を合わせた長さがシリコン基板２の長さとほぼ同じにして封止樹脂層９の上面の全てを実
質的に覆って、封止樹脂層９の上面を全て覆っている実施例１の金属板１０と同様に作用
するので、実装基板への半導体装置１の実装工程における熱処理においても半導体装置１
に反りが生ずることはない。
【００３８】
　更に、金属板体２１を封止樹脂層９の上面に接合して金型から取出した状態での複数の
半導体装置１の上部の剛性を高めているので、金属板体２１側を保持して反対側のシリコ
ン基板２の下面を研削等により容易に加工することができる。このことは個片に分割した
後においても同様である。
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　なお、本実施例では、金属板体２１は　金属板１０をマトリックス状に配置して接続部
２２で接続するとして説明したが、金属板１０の配置は前記に限らず、金属板１０を接続
部２２で直線的に接続した短冊状の金属板体２１であってもよく、接続部２２を設けない
で複数の金属板１０を接続した板、つまり形成する半導体装置１の数に相当する大きさを
有する１枚の板からなる金属板体２１であってもよい。
【００３９】
　また、接続部２２は２箇所に設けるとして説明したが、１箇所であっても３箇所以上で
あってもよい。
　更に、金属板体２１は４つの金属板１０を接続部２２で接続して構成するとして説明し
たが、金属板体２１を構成する金属板１０の数は複数であれば幾つでもよく、半導体ウェ
ハと同様の大きさの金属板体２１として多数の金属板１０を接続部２２で接続してマトリ
ックス状に配置したものでもよい。
【００４０】
　更に、本実施例では、ダイシングブレードによる切断により個片化して半導体装置１を
製造するとして説明したが、レーザによる切断やプレス機械による切断等により個片化し
て半導体装置を製造するようにしてもよい。
　以上説明したように、本実施例では、上記実施例１と同様の効果に加えて、複数の配線
パターンを有するシリコン基板と、複数の金属板を接続部で接続した金属板体とを用い、
上部金型と下部金型を組合せて一度に封止し、これを個片化して半導体装置を製造するよ
うにしたことによって、半導体装置の製造時間を短縮することができると共に、ダイシン
グブレードで切断する金属部分を接続部に限ることができ、金属部分の切断によるバリや
ダレによる変形を防止することができる。
【００４１】
　なお、上記各実施例においては、複数の半導体チップを８層に積層した半導体装置を例
に説明したが、積層する半導体チップは前記より多くても少なくてもよく、１層であって
も上記と同様の効果を得ることができる。
　また、上記各実施例においては、半導体チップの下面のバンプをその下層の半導体チッ
プの上面のチップボールパッドに接合するとして説明したが、半導体チップの上下を反転
させて半導体チップの上面のバンプをその上層の半導体チップの下面のチップボールパッ
ドに接合するようにしてもよく、半導体チップの両面にバンプを形成してバンプ同士を接
合するようにしてもよい。この場合において半導体チップを反転させたときは、配線パタ
ーンの配線上の基板ボールパッドに替えてバンプを形成する。
【００４２】
　更に、上記各実施例においては、一つの半導体装置に一つの積層した半導体チップを設
けるとして説明したが、シリコン基板の配線パターンの複数箇所にそれぞれ積層した半導
体チップを接合して一つの半導体装置を構成するようにしてもよい。
　更に、上記各実施例においては、上部金型にプッシュピンにより保持するとして説明し
たが、上部金型の天板に吸引口を設けて負圧による吸引により保持するようにしてもよく
、金属板または金属板体が磁性材の場合は磁力により吸着するようにしてもよい。
【００４３】
　この場合に４２アロイは磁化されやすいので磁化した４２アロイを金属板搭載穴または
金属板体搭載穴の底面に貼り付けて保持するようにしてもよい。
　更に、上記各実施例においては、下部金型の上方に上部金型を組合せ、注入口から封止
剤を注入して封止樹脂層を形成するとして説明したが、注入口を廃して金属板または金属
板体を搭載した上部金型を下にして設置し、その金属板搭載穴または金属板体搭載穴に封
止剤を充填し、積層した半導体チップを搭載したシリコン基板を下部金型に保持して半導
体チップ側から浸漬して組合せ、その後に熱硬化させて形成するようにしてもよい。
【００４４】
　なお、本発明を適用する下部基板や上部板は、封止樹脂層よりも熱膨張率の低いシリコ
ン基板や４２アロイであるとして説明したが、下部基板や上部板の材料は前記に限らず、
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てもよい。つまり封止樹脂層との熱膨張率の差が比較的大きいものであればどのような下
部基板であっても、本発明を適用してその下部基板とほぼ同じ熱膨張率を有し、かつほぼ
同じ大きさを有する上部板を用いれば、製造工程における半導体装置の反りを抑制するこ
とができる。従って封止樹脂層よりも熱膨張率の高い下部基板を用いる場合に本発明を適
用しても同様の効果を得ることができる。
【００４５】
　また、上記においては、下部基板とほぼ同じ熱膨張率を有する上部板の材料は異なる材
料として説明したが、上部板の材料を下部基板と同じ材料にしてもよい。このようにすれ
ば、上部板と下部基板の熱膨張率を同じにすることができ、半導体装置の反りを更に抑制
することができると共に、半導体装置の反りに対する確認作業に要する時間を短縮するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】実施例１の半導体装置の断面を示す説明図
【図２】実施例１のシリコン基板の上面を示す説明図
【図３】実施例１の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図４】実施例１の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図５】実施例２の半導体装置の断面を示す説明図
【図６】実施例２の金属板体の上面を示す説明図
【図７】実施例２の半導体装置の製造方法を示す説明図
【図８】実施例２の半導体装置の製造方法を示す説明図
【符号の説明】
【００４７】
　１　　半導体装置
　２　　シリコン基板
　３　　配線
　４　　配線パターン
　５　　基板ボールパッド
　６　　半導体チップ
　７　　バンプ
　８　　チップボールパッド
　９　　封止樹脂層
　９ａ　封止剤
　１０　金属板
　１１　　外部端子
　１５、２５　下部金型
　１５ａ、２５ａ　基板搭載穴
　１６、２６　上部金型
　１６ａ　金属板搭載穴
　１７　注入口
　２１　金属板体
　２２　接続部
　２６ａ　金属板体搭載穴
　２８　ダイシングブレード
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